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「リスク管理型研究」によるリスク管理行政への調査研究結
果の迅速な活用等
農林水産省の所掌に係る食品の安全に関するリスク管理等を強化す

るため、競争的研究資金を活用して調査研究を実施するとともに、年
度途中に発生した緊急課題に短期間で取り組む調査研究を実施。

（０）百万円４３７

１ ポイント

（１）リスク管理型研究
食品の安全・安心行政を進める過程において、リスク管理等に関する研究開

発を強化することにより、科学的・客観的かつ迅速に施策を実施するため、公
募方式により選抜した産学官の研究グループにより調査研究を実施。

【研究の課題例】
かび毒のリスク管理手法に係る調査研究①
農産物を汚染するかび毒のリスク管理措置の検討に資するための産生条件

の解明、産生特性や汚染実態に適したサンプリング技術・定量法の確立、汚
染防止・低減技術の開発等に関する調査研究等。

② 鳥インフルエンザワクチンによる防疫方法とワクチン改良技術に係る調査
研究
最新の製造技術を応用したワクチンの改良、ワクチン株を予測選定し、最

も適したワクチンを備蓄するための調査研究等。
③ ＢＳＥに係るリスク管理措置の最適化研究

ＢＳＥに関し、より的確なリスク管理措置のためのＢＳＥ感染牛飼養農場
における同居牛の取扱い、動物由来の肥飼料の取扱いに関する調査研究等。

（２）緊急課題即応型調査研究
年度途中に発生した農林水産分野の緊急課題に対応し、直ちに研究勢力を結

集して、短期間で取り組む調査研究を実施。

２ 研究実施機関
独立行政法人、公立試験研究機関、大学、民間企業等

［担当窓口課 農林水産技術会議事務局地域研究課
（ （ ））］０３－３５９３－２１３７ 直

［担当窓口課 消費・安全局総務課 （０３－３５０２－５７１６（直 ］））



家畜の防疫体制等リスク管理・危機管理体制の強化
家畜の伝染性疾病の発生予防の徹底や発生時のまん延防止体制の充
、 、実 水産防疫体制の強化等リスク管理・危機管理体制を充実・強化し

安全・安心な畜水産物の生産・供給体制を確立。
食の安全・安心確保交付金 ２，７４２（０）百万円の内数

その他 ７，３８４（３，８８６）百万円

１ ポイント
（１）家畜防疫体制の充実・強化

我が国における近年のＢＳＥや高病原性鳥インフルエンザの発生等を踏ま
家畜の伝染性疾病などの検査の迅速化や高度な診断に必要な機器等の整え、

備、 疾病の発生に備えた防疫演習の実施、死亡牛ＢＳＥ検査の着実な推進、
地域ぐるみでの衛生管理水準の向上を通じた安全・安心な産地作りの推進、家
畜伝染病予防法の改正により必要となる衛生資材費等の確保、犬等の輸入検疫
体制の強化や動物検疫犬の試行的導入等動物検疫体制の強化等による家畜伝染
病の監視・危機管理体制の充実・強化を推進。
〈各種家畜衛生対策の推進 （食の安全・安心確保交付金）
その他 ３，５１７（１５８）百万円〉（家畜生産農場清浄化等を国の事業として新たに実施）

〈家畜伝染病予防法に基づくリスク管理 １，９３４（１，８０４）百万円〉
〈小動物獣医療の実態調査 １２（０）百万円〉

〈動物検疫体制の充実・強化 １，２０２（１，１４４）百万円〉

（２）水産防疫体制の充実・強化
養殖魚介類の疾病のリスク管理を適切に推進するため、輸入種苗に対する防

疫指導などを強化するとともに重大な疾病の発生時におけるまん延防止体制を
整備。

〈全国的な水産防疫対策の推進 １０６（９６）百万円〉
〈特定疾病のまん延防止体制の充実 （食の安全・安心確保交付金 〉）

（３）動物用医薬品等の安全性の確保対策の充実・強化
動物用医薬品等に関する新たな基準等の設定・周知、地域における飼料の監

視・指導体制の確立等を実施。
〈動物用医薬品に関する新たな基準等の周知 ９（０）百万円〉

〈流通飼料等安全対策の推進 （食の安全・安心確保交付金）
その他 ２０３（２３８）百万円〉

〈動物用医薬品の使用基準の設定 １０８（１２０）百万円〉
〈飼料の有害物質等残留基準の設定 ２９３（３２５）百万円〉

国、都道府県、民間団体等２ 事業実施主体

１／２、１０／１０、定額等３ 補助率

[担当窓口課：消費・安全局衛生管理課０３－３５０２－８２０６（直）]
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農産物のリスク管理・危機管理体制の強化
農産物等に含まれる有害物質対策の強化、輸入農産物のリスク管理対

策の調査等により農産物のリスク管理・危機管理体制を強化。

食の安全・安心確保交付金 ２，７４２（０）百万円の内数

強い農業づくり交付金 ４７，００９（０）百万円の内数

その他 １，４４３（７６７）百万円

１ ポイント

カドミウム等の農産物等に含まれる有害物質に対する対策の強化、輸入農産物

のリスク管理対策の実施状況の調査等、農産物のリスク管理を徹底するとともに

危機管理体制を強化し、安全・安心な農産物の供給を確保。

２ 施策の内容

（１）農産物等に含まれる有害物質対策の強化

土壌有害物質による農作物の汚染リスクを推定する技術の検証等を実施する

とともに、土壌汚染防止対策を着実に推進。

食の安全・安心確保交付金

その他９１０（６２８）百万円

（２）より安心な病害虫防除技術の確立及び推進

病害虫の発生状況等に応じ、必要に応じて多様な防除手法を組み合わせて病

害虫の管理を行う総合的病害虫管理（ ）技術の確立及び推進を実施。IPM

食の安全・安心確保交付金

その他１１７（１２４）百万円

（３）輸入農産物の安全性確保対策

輸出国における農産物の生産過程の実態及びリスク管理対策の実施状況調査

を行い、これらの輸入農産物のリスク管理関連情報の提供を実施。

〈輸入農産物のリスク管理 １７（１６）百万円〉

（４）食の安全性に関する研究の充実・強化

食品の安全性に関するリスク管理等を強化するため、競争的資金を活用した
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調査研究を実施するとともに、食品の表示事項を科学的に検証するための研究

開発、食品の安全性に係る分析・検出技術の高度化・迅速化等の研究開発を実

施。

〈先端技術を活用した農林水産研究高度化事業のうち

リスク管理型研究（４００（０）百万円〉

〈 （ （ ， ） ）〉食品の安全性及び機能性に関する総合研究 ９３７ １ ０４１ 百万円の内数

（５）農作物の有害物質残留を抑制する栽培管理技術の普及等

米のカドミウムや麦類のかび毒等の残留を抑制するための栽培管理技術の

導入・普及、自主検査機器等の整備を支援。

〈強い農業づくり交付金〉

３ 事業実施主体

（１）都道府県、市町村、農業者団体等 （２）都道府県、農業者団体、民間団体

（３）独立行政法人

（４）独立行政法人、大学、都道府県、民間等（５）市町村、農業者団体、営農集団

４ 補助率

（１）定額、１／２、５．５／１０ （２）定額、１／２

（３）－

（４）－ （５）定額

［担当窓口課：消費・安全局農産安全管理課（０３－３５９１－６５８５（直 ］））
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食品表示の適正化及び新たなニーズに対応したＪＡＳ規格の

導入の推進
不正表示・格付を防止するための監視指導や普及啓発等により

食品表示の適正化を推進するとともに、社会的ニーズに応えた新たな

ＪＡＳ規格の導入を推進。

食の安全・安心確保交付金 ２，７４２（ ０）百万円の内数

その他 ４４９（３７２）百万円

１ ポイント

（１）食品表示の監視指導等の強化

食品表示の違反事例のデータベース化等による監視指導の強化及び食品表

示制度の普及啓発を通じ、食品表示の適正化を推進。

（食の安全・安心確保交付金）

その他 ３６１（３１７）百万円

（２）ＪＡＳ規格の普及啓発と新たなＪＡＳ規格の検討

新たに導入されたＪＡＳ規格の普及啓発を図るとともに、新しいＪＡＳ規

格の検討等により、社会的ニーズに対応したＪＡＳ規格の導入を推進。

① 有機ＪＡＳ規格等の普及啓発 ９（ ０）百万円

② 生産情報公表ＪＡＳ規格の普及啓発 ３９（５５）百万円

③ 新ＪＡＳ制度の普及啓発 １１（ ０）百万円

④ 加工食品の生産情報公表ＪＡＳ規格の検討 １１（ ０）百万円

⑤ ＪＡＳ規格等検査・分析手法の妥当性の確認 ２０（ ０）百万円

２ 事業実施主体

（１）都道府県、民間団体等

（２ （独）農林水産消費技術センター、民間団体）

１／２、定額３ 補助率

[担当窓口課：消費・安全局表示・規格課（０３‐３５０１‐３７２７（直 ）]）
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ユビキタス食の安全・安心システムの確立
ユビキタスコンピューティング技術を活用した食の安全・安心シス

テムの開発・導入を行うとともに、併せて効率的物流体系を確立。
１，９００（０）百万円

１ ポイント
電子タグの普及等により、いつでも、どこでも、誰でも簡単にコンピュー

タが使える「ユビキタスコンピューティング」技術が目覚しい進歩を遂げる
中、こうした最先端の情報処理技術を活用して情報の記録等の自動化・簡便
化を進め、リスク管理の強化や消費者が簡単に入手できる安全・安心情報の
充実等を図る食の安全・安心システムを開発するとともに、これらのシステ
ムを導入するモデル地区を整備。また、こうした取組をモデル事業・政策群
を活用して推進し、生産・流通の効率化や、消費者と生産者の間の「顔の見
える関係づくり」にも貢献。

〔システムの効果〕

① 農薬をはじめとする生産資材の適正使用の徹底によるリスク管理の強化

② 電子タグの活用等による生産・流通の抜本的合理化

③ アレルゲン情報等消費者へ提供する安全・安心情報の飛躍的高度化

④ 消費者からの情報の生産者等へのフィードバック

(1) ユビキタス食の安全・安心システム開発事業 １，３００（０）百万円

① ユビキタスコンピューティング技術を活用した先進的な食の安全・安心
システムを、公募方式により開発。

② 卸売市場については、電子タグを活用し、生産・流通情報の管理と併せ
て物流の効率化を図るシステムを開発。

(2) ユビキタス食の安全・安心システムモデル地区整備事業
６００（０）百万円

各地域においてモデル地区の総合的な整備を進めるため、ユビキタスコン
ピューティング技術を活用した生産自動制御システム、生産資材自動識別管
理システム、情報関連施設、分析・検査施設等の整備に対して助成。

２ 事業実施主体
( )民間団体1
( )都道府県及び市町村・農業協同組合・民間団体等（都道府県経由）2

３ 補助率
( )定額1
( )都道府県及び生産段階１／２、加工・流通・販売段階１／３2

[担当窓口課：消費・安全局消費・安全政策課(０３－３５９１－４９６３(直) ]）
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国民運動としての食育活動の推進
食育を国民運動として展開することにより、国民一人一人が「食」

について改めて意識を高め 「食」に関して信頼できる情報に基づく、
適切な判断を行う能力を養成し、食生活指針の実践を推進。

７，０９８（５，６００）百万円

１ ポイント
近年の食習慣の乱れ、栄養バランスの崩れなど、食を巡る様々な問題を踏ま

え、健全な心身を培い、豊かな人間性を育むため、関係府省、都道府県等の関
係機関、民間団体等との連携の下に 「食育」を国民運動として展開する。、

２ 施策の内容
○ 国民運動としての食育活動の推進

食の安全・安心確保交付金 ２，７４２（０）百万円の内数
にっぽん食育推進事業 ５８８（０）百万円

① 主食、主菜、副菜を基本にバランスの取れた食生活（ごはん等の穀類を
中心に野菜、果物、牛乳・乳製品などが組み合わされた日本型食生活）を
実現するため、栄養関係者等と連携した「日本版フードガイド（仮称 」）
の普及・啓発、全国的なマスメディアを通じた情報発信 「食を考える月、
間」を中心としたイベントの開催等により、国民的な運動としての食育を
推進。

② 食育推進ボランティアの活動を中心に食に関する様々な体験や、学校給
食における地元産を主体とした米、野菜、果物、牛乳・乳製品等の利用等
地産地消の推進など、地域の特性を活かした食育活動を支援。

３ 関連施策の推進
（１）食や農林水産業における体験活動の推進

強い農業づくり交付金 ４７，００９（０）百万円の内数
元気な地域づくり交付金 ４６，６０７（０）百万円の内数
強い水産業づくり交付金 １５，２２８（０）百万円の内数

その他 １，３８８（１，４１１）百万円
食や農林水産業に関する様々な体験の機会を提供することにより、食や農

林水産業への理解や食に対して正しい選択ができる能力を養成。

（２）学校給食等を通じた啓発活動
強い農業づくり交付金（前掲）
その他 ４，５４２（３，６１３）百万円

給食における米飯の利用の推進や牛乳の供給の支援など、日常的な学校生
活の場における生きた教材を通じて、子どもたちの食に対する理解と関心を
醸成。
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（３）食に関する様々な情報提供や相互交流の推進
食の安全・安心確保交付金（前掲）
強い林業・木材産業づくり交付金 ７，８０９（０）百万円の内数

その他 ５８０（５７７）百万円
食品の選び方などについての理解を深めるための様々な情報提供を推進す

るとともに、食と農の距離を近づけ、消費者の安心と信頼を確保するため、
食の安全・安心に関する消費者と生産者等との相互交流を促進。

※ 食の安全・安心確保交付金等、交付金の計数は、予算額の合計に含まない。
[担当窓口課：消費・安全局消費者情報官（０３－３５０２－５７２３（直）]

国 民 運 動 と し て の 食 育 活 動 の 推 進  
課題：健全な食生活の実践、食料自給率の向上

「日本 版フー ドガ イド（仮称）」の普及・啓発 を通じた日本型 食生活 の実現  
・  食 生 活 指 針 を ビ ジ ュ ア ル 化し た 「 日本版フードガイド（仮称）」の活用マニュア ルを、食品

製造・加 工、流通など フー ドチェーンの各段階ごとに作成し、活用を促進

・  「 食 と健 康」をテーマに米 、野菜 、果物、牛乳・乳製品など地元の食材を適切に組み合わせ

た料理な どを紹 介する イベ ントの開催、全国的なマスメディアとの連携等多様な情報媒体を

積極的に 活用した情報 の発 信
・  摂 取 量が 不足し ている 野菜 等の摂取の重要性を啓発するため、調査・研究の支援
・  コ ン ビニ などを 活用し た、 単身世帯や若年層に対する朝食の摂取など正しい食習慣の啓発

・  適 切 な食 品選択 に資す るよ う、食品の安全性に関する基礎的情報の提供

に っ ぽ ん 食 育 推 進 事 業  

「食 を考 える 月間」（毎年 1 月）に  
おける全国的な食育活動  

・  「 食 を考 え る 国 民 会 議 」 に よ る 食 育に関す
るシンポ ジウム の全国 的な 開催

・  「 ニ ッポ ン食育フェア 」の 開催

多様な食育活動への支援  
・  民 間 団体 が行う 食育活動へ の支援
・  「 食 育コ ンクー ル」による 優れた取組の

顕彰
・  食 育 の 多 様 な 実 践 方 策 に 関 す る 実 証 的

な研究活動の実施に対する支援

食 育 推 進 ボ ラ ン テ ィ ア と 育 て る 食  
・  農 林 漁業 者、食 品事業 者、消費者、食文化研究家など様々な分野において専門的な経験を有

する方々 により 構成
・  ボ ラ ンテ ィアの 資質を 更に 向上させるとともに、食育推進ボランティアによる活動の充実・

強化

体 験 か ら わ か る 食
体験の場を通じて食料の生産過程や食の
安全についての理解促進を図る
・  食 文 化継承型
・  食 の 安全・安心 確保型
・  生 産 ・食卓連携 型
・  環 境 配慮型

地 産 地 消 で つ く る 食  
・  学 校 給 食 に おけ る 地 元 産 を 主 体 と した米、

野菜、果物、牛乳・乳製品 等の利用促進の
ための目標及び方向性の検 討、食材に関す
る普及・ 啓発の 取組の 支援

・  地 域 の 食 材 につ い て 消 費 者 と 生 産 者の意見
交換の場 づくり の支援

課題：地産地消の推進 課題：食の体験学習の推進

ゆ た か さ 発 見 食 育 実 践 対 策  

国 民 一 人 一 人 が 自 ら の 食 に つ い て 考 え 、 判 断 す る 能 力 の 養 成  
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健康・安心食生活創造対策
担い手等生産者と食品産業の連携による地域の特色を生かした地産

地消の推進、安全・安心な国産農水産物の利用拡大を総合的に支援。
強い農業づくり交付金 ４７，００９（ ０）百万円の内数

その他 １，５７４（１，２９１）百万円

１．ポイント
食品産業関係施策を再編し、生産から消費までの一連の過程で食と農の連携

強化を促進。

２．主な事業内容
（１）担い手・食品産業連携強化対策 １，２５５（９８４）百万円
・ 競争力のある高付加価値食品の供給を図るため、地域における食料産業ク
ラスターの形成（食品産業・農業・関連業種による連携構築（ネットワーク
づくり ）を推進し、地域の資源・人材・技術等が効果的に結び付くことに）
よる、地域食材を活用した新商品開発や事業の創生、市場開発を支援（食料
産業クラスターの形成については、クラスター施策に関係する府省と連携し
て推進 。）

・ 食品産業と国内生産者との直接取引等による国産食材の利用を推進すると
ともに、食品の安全・安心に資するＨＡＣＣＰ手法の導入促進を支援。

（２）市場等拠点商店街活性化対策 ２９８（２７４）百万円
・ 卸売市場を中心とした生鮮食料品の流通体系に電子タグを導入し、ユビキ
タスコンピューティング技術を活用して物流の効率化を図るシステムを開発
するための実証実験を実施。

・ 食品小売業者が卸売業者・生産者と連携しつつ地域農水産物を活用した商
品開発力の向上を図るための取組を支援。

（３）卸売市場施設整備対策 （強い農業づくり交付金）
その他 ２１（３４）百万円

「安全・安心」で「効率的」な卸売市場流通システムを確立するため、品質
管理の高度化に資する施設（低温卸売場、ＨＡＣＣＰ的な管理が可能な高機能
施設）や卸売市場の再編・連携に係る施設（共同集出荷施設）の整備を推進。

３．事業実施主体
地方公共団体、民間団体等

［担当窓口課：総合食料局流通課（０３－３５０２－８２３６（直 ］））
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食食 とと農農 のの 連連 携携 にによよるる健健 康康 でで安安 心心 なな食食 生生 活活 のの 創創 造造

○農水産物・農水産加工品輸入の増加
　・生鮮野菜　７６．２億㌦(H3)
　　→１１１．３億㌦(H13)
　・加工品　４３．０億㌦(H3)
　　→５７．１億㌦(H13)
　

○デフレ経済下での食料品の消費低迷
　・一世帯当たり食料消費支出
　　　１，０７６千円(H3)→９４３千円(H13)

○食品製造業の海外移転
　・海外生産比率　６．０％(H3)
　　→１３．４％(H13)

経済のボーダーレス化等の進展

○少子・高齢化の増加
　・出生率　１．５４人(H2)
　　　→１．２９人(H15)
　・高齢化率　１２．０％(H2)
　　　→１７．３％(H12)

○女性の社会進出の増加
　・女性就業率　４０．５％(H3)
　　　→４７．８％(H13)

○食の安全・安心志向、本物志向、　
スローフードへの関心の高まり

「食」のニーズの変化

○輸入の増加等による国○輸入の増加等による国
　　産農水産物等の市場産農水産物等の市場
　　シェアの低下シェアの低下
○○消費者の健康・安全志消費者の健康・安全志
　　向に対応する農業・食向に対応する農業・食　　
品産業の連携強化品産業の連携強化

課　　　題課　　　題

食品産業施策を、生産から消費までの一連の過程
で食と農の連携を強化するための施策へと体系化
食品産業施策を、生産から消費までの一連の過程
で食と農の連携を強化するための施策へと体系化

農林水産業

消費者
・ユビキタスコンピューティング技術を
　導入し、物流効率化を図るための
　実証実験等
・小売業者と卸売業者等との連携に
　よる高付加価値化
・食品販売業者の人材育成等
＜市場等拠点商店街活性化対策＞

市場を拠点とした商店街の活性化市場を拠点とした商店街の活性化市場を拠点とした商店街の活性化

食品製造業
　食品産業　

商店街

外　食量販店

食品リサイクル施設食品リサイクル施設

卸売市場
　＜卸売市場施設整備対策＞

・競争力のある高付加価値
　食品の供給を図るため、地
　域における食料産業クラス
　ターの形成等
・地域食材を活用した新商
　品の開発等

＜担い手・食品産業
連携強化対策＞

生産者・食品産業等の連携生産者・食品産業等の連携生産者・食品産業等の連携

［平成１７年度概算決定額：強い農業づくり交付金　４７，００９（０）百万円の内数、その他　１，５７４（１，２９１）百万円　］


